
公立深谷病院企業団公告第１号 

 

公     告 
（公立深谷病院経営移譲事業公募型プロポーザル実施要項） 

 
 

公立深谷病院経営移譲事業に係る経営移譲法人等を公募するため、次のとおり公告する。 

 

平成１９年１月２４日 

公立深谷病院企業団企業長 岡 山 昭 彦 

 

Ⅰ 公募の趣旨 

  公立深谷病院は、石巻・東松島両市及び牡鹿郡の地域住民の医療と健康保持の中核施

設として地域医療サービスを提供してきた。また、２次救急告示の指定以来24時間体制

における救急医療体制を確保してきた。しかしながら、昨今の自治体病院を取り巻く環

境の変化及び医療圏内の総合病院の移転により患者動向の急速な変化に伴い著しく厳し

い経営状況となり、当公立深谷病院企業団（組織市、石巻市・東松島市）において、廃

止・解散の方向性が打ち出された。 

  本公募は、これら公立深谷病院を取り巻く諸問題を解消し、地域のニーズに対応でき

る医療環境を実現するために経営移譲することとし募集を行うものであり、経営を移譲

する資格を有する法人等（以下「経営移譲法人等」）の選定にあたっては、競争性、透明

性及び公正性の確保に配慮した公募型プロポーザル方式を採用することで、公募趣旨に

最も適した経営移譲法人等を決定する。 

  なお、経営移譲法人等は、「公立深谷病院経営移譲事業公募型プロポーザル審査委員会

設置要綱」（平成１９年１月１０日告示第１号。）第１条に規定する委員会（以下「審査

委員会」という。）による経営提案書等の審査を経て決定するものとする。 

 

 

Ⅱ 施設の概要 

 １ 名 称 等 

 (1) 名  称  公立深谷病院企業団（公立深谷病院） 

 (2) 所 在 地  宮城県石巻市広渕字焼巻２番地 

 (3) 開 設 者  公立深谷病院企業団 

           企業長 岡山 昭彦 

 (4) 開 設 日  昭和28年11月24日 

 (5) 組  織  石巻市及び東松島市の一部事務組合 

 (6) 発  足  当院は、昭和28年、戦後の農村の疾病予防及び医療の確保のため桃

生郡内の当時の広渕村、北村、須江村、赤井村及び大塩村５か村の

協力を得て広渕村外４か村国民健康保険病院組合を設置、江戸時代、

桃生郡一帯を深谷郷と称した故事に倣って「深谷病院」と名付け、

病床32床、診療科目３科（内科、外科及び産婦人科）で発足した。 

 



２ 施設の概要 

 (1) 建  物  構  造：鉄筋コンクリート４階建 

          延べ面積: 11,146.28㎡ 

 (2) 土  地  22,915.77㎡ 

 (3) 駐 車 場  3か所 274台収容（無料） 

 

３ 病院の規模  許可病床数 一般 171床（うち稼働病床数 一般 162床） 

 

４ 診 療 科 目            13科 内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、外科、呼吸器外科、

産婦人科、整形外科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、

麻酔科、リウマチ科 

 

５ 職 員 数                             平成 19 年１月１日現在 

職    種 職員数 職    種 職員数 

医師 11 人  視能訓練士 2人

 助産師 5人  栄養士 3人

 看護師 54 人  事務員 20 人

 准看護師 31 人  看護助手 12 人

 薬剤師 4人  調理師 1人

 検査技師 8人  調理員 3人

 放射線技師 5人  業務員 2人

 エックス線技師 1人  事務補助員 3人

 理学療法士 6人  

 作業療法士 3人      計 174 人

 

６ 施設基準等の取得状況              平成 18年 12月１日現在 

入院基本料 10 対１  コンタクトレンズ検査料１ 

電子化加算  単純ＣＴ撮影 

褥瘡患者管理加算  脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅱ） 

栄養管理実施加算  運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅱ） 

救急医療管理加算  呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ） 

手術前医学管理料  ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ移植術・ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ交換術 

薬剤管理指導料  麻酔管理料 

検体検査管理加算Ⅰ  入院時食事療養（Ⅰ） 

医科点数表第２章第 10 節手術の通則 

６及び７に掲げる手術 

 

・肝切除術等            ２件 

・食道切除再建術等         １件 

・ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ移植術及びﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ交換術 ５件 

 

７ 業務委託  病院経営の合理化を図るため、次の業務を民間委託している。 

         ・清掃業務            ・給食業務の一部 

         ・売店業務            ・医療事務の一部 

・事務当直業務及び警備業務 



８ 電算処理業務 医事、薬局、給食、財務会計、検診、人間ドック、病歴、給与、人事、

物品及び旅費 

 

 

Ⅲ 経営移譲の方法 

民設民営方式とする。 

 

 

Ⅳ 応募資格及び経営移譲の条件 

 １ 応募資格  

医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院（以下単に

「病院」という。）を開設するもので、次のいずれかに該当するもの 

(1) 都道府県 

(2) 医療法第３１条に規定するその他厚生労働大臣の定める者 

(3) 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）に規定する学校法人で、その設置する

大学に医学部を置くもの 

(4) 社会福祉法人法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人 

(5) 民法（明治２９年法律第８９号）第３４条に規定する公益法人で、医師を会員と

して設立された病院の運営を目的とするもの 

(6) 医療法第３９条第２項に規定する医療法人 

 

２ 経営移譲の条件 

(1) 公立深谷病院が主として行ってきた医療及び介護事業を現在地で引き継ぐとと

もに、地域で要望の多い医療機能の充実に取り組み、長期にわたる地域医療の確保

に努めること。 

(2) 原則として、現在の施設規模（病床数）の確保に努めること。（将来計画でも可。

この場合は、提案書にその旨を明記すること。また、一部老健施設の運営を計画し

ている場合についても同様とする。） 

(3) 診療科目は、原則として内科（初期救急）を標榜すること。また、整形外科又は

外科を標榜することが望ましい（加点事由となる）。 

(4) 引き続き在院を希望する入院患者は、原則として引き継ぐこと。 

(5) 現在の職員は、原則として経営移譲法人等が引き受けること。（給与体系等につ

いては、経営移譲法人等の規程に基づく） 



Ⅴ 経営移譲に係る貸付資産の概要 

公立深谷病院の資産は、原則として無償により貸し付けるものとする。ただし、資産

の修補については、経営移譲法人等の負担とする。また、大規模施設改修を行う場合は、

その都度協議すること。なお、貸与期間は、原則として平成４０年度までとし、継続的

に医療を行うものとする。 

(1) 土地 

所 在 地 用 途 面   積 

広渕字焼巻２番地 他 病院棟敷地 12,827.02㎡ 

広渕字町南一２２８番地 他 外来患者等駐車場  6,127.00㎡ 

広渕字焼巻２７番地 他 職員等駐車場  3,063.00㎡ 

広渕字藤ヶ崎９９番地２ 他 倉庫敷地    564.70㎡ 

 

(2) 建物 

種   類 構 造・用 途 延床面積 

病院（西館・南館） 
鉄筋コンクリート造陸屋根地下

1階付６階建 
5,853.56 ㎡ 

病院（西病棟） 鉄骨造陸屋根平屋建 1,200.65 ㎡ 

病院（診療棟） 
鉄筋コンクリート造陸屋根３階

建 
3,013.34 ㎡ 

病院（放射線棟及び厨房棟他） 鉄骨造陸屋根平屋建 他 1,087.20 ㎡ 

病院（東館） 
鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根

６階建 
3,706.73 ㎡ 

機械室 
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋

建 
18.00 ㎡ 

病院（ＭＲＩ室） 鉄骨造陸屋根平屋建 57.57 ㎡ 

医療倉庫 木造鋼板武葺平屋建 52.17 ㎡ 

 

(3) その他医療機器一式（一部抜粋） 

機 器 名 型 式 等 取得年月 

自動現像機 
富士ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｯﾄﾞ 

ﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｰFCR3500 

平成12年11月 

超音波診断装置 ｾｺｲｱ C-256 平成10年 2月 

自動分析装置(血液一般検査) HILAS-100 平成10年 1月 

磁気共鳴断層撮影装置(MRI) SIGNA CONTOUR JC8129 平成10年12月 

循環器血管撮影装置 ｼﾈﾚｽｱﾝｷﾞｵ撮影装置KXO-80C 平成 7年 9月 

 

 



Ⅵ 応募手続き 

 １ 提出書類  

経営移譲法人等は、「参加表明書（様式第１号）」に次の提出書類を添えて応募する

こと。（正本１部、副本１０部） 

(1) 定款又は寄付行為（該当する場合） 

(2) 法人登記簿謄本（該当する場合） 

(3) 印鑑証明書（該当する場合） 

(4) 決算書類等（損益計算書、貸借対照表、財産目録及び法人税の確定申告書の写し

についてそれぞれ直近３事業年度分） 

(5) 法人等事業概要（事業経歴及び現在運営している医療施設等の状況のわかるも

の） 

(6) 法人税、消費税及び地方消費税に係る直近年度の納税証明書（様式その３－３）

（該当する場合） 

(7) 経営点検表（様式第２号） 

(8) 経営提案書（様式第３号） 

 

 ２ 応募日程 

手 続 等 期間・期日・期限 摘    要 

応募受付期間 

（書類提出） 

平成１９年２月４日（日） 

午前９時から午後５時まで

平成１９年２月５日（月） 

午前９時から正午まで

※提出書類の確認のため持参以外は認

めない。 

（提出先） 

公立深谷病院 ３階講義室 

石巻市広渕字焼巻２番地 

TEL 0225-73-2111 

FAX 0225-73-3858 

説明会・見学会 平成１９年１月２８日（日） 

午前１０時から

 

※参加を希望する法人等は、平成19

年1月27日(土)までの午前9時から

午後5時までの間に、参加希望の申

し出をしてください。（電話、FAX及

び電子ﾒｰﾙのいずれでも可）なお、

参加者は一法人等2名までとしま

す。 

公募要項に対す

る質問の受付 

平成１９年１月２４日（水）から

平成１９年１月３０日（火）正午

まで 

mail: kannri@fukaya-hp.com 

※電子メール以外は受付けない。 

質問の回答 平成１９年２月 １日（木） ※質問者名を伏せて質問者全員分を

送信する。 

選定結果の通知

及び公表 

平成１９年２月１０日（土）  

仮協定の締結 平成１９年２月１２日（月）  

 

 



 ３ 実地調査 

   審査委員会又は構成市等が必要と認める場合は、経営移譲法人等が運営する医療施

設等の実地調査を行うものとする。 

 

 ４ 費用の負担 

   応募に関する費用（施設見学会を含む。）は、応募者の負担とする。 

 

 ５ 使用言語及び単位 

   応募に関する提出書類における言語及び単位は、日本語及びメートル法に限る。 

 

 

Ⅶ 経営移譲法人等の選定 

 １ 経営移譲法人等の決定方法 

   選定審査基準に基づき、審査委員会において経営移譲法人等を選定し、企業長が決

定する。 

 

 ２ 審査結果 

   企業長は、経営移譲法人等の選定結果を、平成１９年２月１０日（土）に応募者全

員に文書により通知する。 

 

 ３ 経営移譲法人等の公表 

   応募の状況及び選定した経営移譲法人等名並びに経営提案内容の概要については、

公表するものとする。 

 

 

Ⅷ 協定等の締結 

 １ 経営移譲法人等が決定後、基本的事項に関する仮協定を平成１９年２月１２日（月）

に締結するものとする。 

 ２ 契約の締結に必要な印紙等の費用は、経営移譲法人等の負担とする。 

 

Ⅸ その他 

診療録、レントゲンフィルム、診療材料、診療器械、医薬材料及び医薬品等について

は、経営移譲に関する具体的な協議をした後に、経営移譲法人等に引き継ぐものとする。 

 

Ⅹ 問合せ先 

宮城県石巻市広渕字焼巻２番地 

公立深谷病院企業団 公立深谷病院 

診療支援部管理課 

TEL 0225-73-2111  FAX 0225-73-3858  MAIL kannri＠fukaya-hp.com 



審査基準 

 

区     分 摘     要 

１ 経営力  法人の経営実績等 

２ 財務力 財務状況等 

３ 医療提供能力 医師の確保を含む 

４ 経営移譲提案についての実現可能性  

５ 職員雇用に対しての姿勢  

 

 


